
船舶事故調査報告書 

令和６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和５年５月７日 １５時５５分ごろ 

発生場所 新潟県新潟市新川漁港（新川河口付近） 

 越後新川港北防砂堤Ｂ灯台から真方位１７９°３６５ｍ付近 

 （概位 北緯３７°５２.２′ 東経１３８°５５.２′） 

事故の概要  漁船第三潮
しお

治
じ

丸は、上流に向け南進中、転覆した。 

事故調査の経過 令和５年９月１４日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三潮治丸、１.０トン 

 ＮＧ３－１９６９５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 船外機の濡損等 

 気象・海象 

 

気象：天気 小雨、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、新川漁港の係留場所から新川河川

内の係留場所に回航する目的で出航し、新川河口付近を上流に向け南

進中、船尾方から高い波を受け、操船が困難となり、船首が左方に振

られた後、左舷側に波を受けて大傾斜し、船長が落水するとともに右

舷側に転覆した。 

船長は、海に投げ出された後、近くの海水浴場付近まで自力で泳ぎ

着き、大声で救助を求めたところ、異変に気付いて駆けつけたサー

ファーに救助され、その後、救急車で病院に搬送された。 

本船は、転覆した状態で海上を漂流し、後日、本事故発生場所付近

から南西方約４.７km の砂浜に漂着しているところを発見された。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

船長は、出航前、新川漁港付近の道路を自家用車で走行中に海象状

況を見て問題ないと思って出航したが、河口付近では沖からのうねり

と河川流が混ざり合って高い波が発生する場合があることを知ってい

たので、波の状況を十分に観察してから、出航の可否を判断すべきで

あったと本事故後に思った。 

文献「操船通論」（本田啓之輔著、株式会社成山堂書店、平成２３

年１２月２８日八訂再版発行）には、船尾及び斜め船尾から大波を受

けて航走中の船舶には、危険現象として、波乗り状態となって操縦で

きなくなること等の記載がある。 

運輸安全委員会の地方分析集「プレジャーボートの転覆事故防止に



向けて」（運輸安全委員会事務局仙台事務所作成、令和５年１２月発

行）には、河口付近では、沖からのうねりと川の流れがぶつかり、高

い波が発生することがあるので、波やうねりの状況には十分に注意す

る必要があるとの記載がある。 

分析 本船は、新川河口付近を南進中、船尾方から高い波を受けたことか

ら、船体が波乗り状態となって、舵が効かなくなり、船首が左方に振

られた後、左舷側に波を受けて右舷側に大傾斜し、転覆したものと考

えられる。 

原因 本事故は、本船が新川河口付近を南進中、船尾方から高い波を受け

たため、船体が波乗り状態となって、舵が効かなくなり、船首が左方

に振られた後、左舷側に波を受けて右舷側に大傾斜し、転覆したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、河口付近では、海からの波と川の流れがぶつ

かり合うことによって、不規則な流れや高波を生じ、舵が効かな

くなる等操船が困難になることに留意し、安全な航行に不安を感

じる場合には、航行を控えること。 

 


